
旧姓を表記される方：氏名表記と提出書類について

申請書：氏名 ［OK］現姓記入 旧姓の追記はカッコ書き
［NG］現姓がカッコ書き、旧姓記入あり → 再申請：旧姓をカッコ書き

（写真は再利用するので不要）
［NG］旧姓記入のみ → 再申請（写真は再利用するので不要）

住民票：氏名 ［OK］現姓の住民票
［NG］旧姓の住民票

印鑑登録証証明書［OK］現姓の印鑑登録証明書
［NG］旧姓の印鑑登録証明書

国家資格免許証 ［OK］現姓と旧姓が表記されている
［OK］旧姓から現姓への免許証書換手続き書類のコピー
［OK］現姓の書類と旧姓の書類の両方を提出
［NG］現姓のみ表記されている
［NG］旧姓のみ表記されている

身分証明書 ［OK］現姓の身分証明書
［OK］旧姓の身分証明書で職権修正で現姓あり
［NG］旧姓の身分証明書

現姓と旧姓の関係［OK］住民票に旧姓記載があるまたは身分証明書で現姓に変わった記入事項がある
［OK］戸籍謄本等で旧姓から現姓に変わった記入事項がある
［NG］住民票または身分証明書で旧姓から現姓に変わったことがわからない

旧姓のみ表記はできません
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現姓と旧姓について：国家資格免許証：薬剤師編

氏名が変わったとき

提出した
薬剤師免許
のコピー

提出した
薬剤師免許
のコピー

現姓と旧姓併記の時

旧姓のみの時

※現姓と旧姓の関連は、住民票または身分証明書で確認します



旧姓を表記される方：氏名表記と提出書類について

Name：申請書氏名ローマ字の内容を出力
現姓（旧姓）の表示になります

申請書には、現姓の後にカッコ書きで旧姓を記入

氏名：申請書氏名漢字の内容を出力
現姓（旧姓）の表示になります
申請書には、現姓の後にカッコ書きで旧姓を記入

旧姓のみ表記はできません

●提出書類の要件
1）国家資格免許証
現姓と旧姓の両方記入のある免許証であること
手続き中の場合はその手続き書類のコピーを提出
新しい国家資格免許証受領後速やかに提出
※現姓のみでは旧姓併記はできません

2）現姓と旧姓の関係
住民票に旧姓記載がある、または、身分証明書にて

現姓に変わった事項がわかること 2023.4.17Rev1


